
☎㉓ 5111
FAX㉒ 5100

問…問い合わせ先
…申し込み先
※費用の記載がない
　ものは無料です。

土・日曜日および祝日は閉庁

❖お知らせの表記

市役所代表

15広報　　　　　　　　2015年（平成27年）９月号

不動産の所在（土地） 登記地目 面積
大字法量字焼山64番198他 宅地 計2,136.26㎡
不動産の所在（建物） 登記種類 床面積

大字法量字焼山64番地198 保養所 1,561.80㎡

■現地説明会　９月 11 日㈮　午前 10 時現地集合

▼入札日時　９月 18 日㈮　午前 11 時～ 11 時 10 分

▼場所　市役所新館３階会議室Ａ

問収納課☎51 6784■差し押さえした不動産を公売します 

※公売物件の地番や公売保
　証金などは、市役所など
　に掲示の公売公告または
　市ホームページでご確認
　ください。
※公売物件の詳細内容、図
　面、写真などは収納課で閲
　覧できます。

入札番号１（一括公売）

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

　

９
月
２
日
に
登
録
し
た
市
選
挙
人
名
簿

の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧
期
間　

９
月
３
日
㈭
〜
７
日
㈪

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

縦
覧
場
所　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

☎
51
６
７
７
８

平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
を

受
け
付
け
ま
す

　

消
費
税
の
引
き
上
げ
に
伴
う
負
担
の
軽

減
を
目
的
に
、
今
年
度
も
「
臨
時
福
祉
給

付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　

支
給
の
対
象
者
と
思
わ
れ
る
か
た
に
は

８
月
下
旬
に
申
請
書
類
を
郵
送
し
ま
し
た

の
で
、
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

受
け
付
け
会
場
が
混
み
合
い
ま
す
の

で
、
同
封
し
た
返
信
用
封
筒
で
の
申
請
を

お
勧
め
し
ま
す
。

受
付
期
間　

９
月
15
日
㈫
〜
平
成
28
年
３

　

月
14
日
㈪　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

受
け
付
け
会
場　

新
館
５
階
会
議
室
（
変

　

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

申
請
に
必
要
な
物

　

①
申
請
書　

②
本
人
確
認
書
類　

　

③
受
取
口
座
が
確
認
で
き
る
書
類

※
郵
送
に
よ
る
申
請
の
場
合
、
②
と
③
は

　

写
し
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

※
昨
年
と
同
様
の
口
座
の
場
合
、
③
は
不

　

要
で
す
。

支
給
対
象
者　

平
成
27
年
度
の
市
民
税
が

　

課
税
さ
れ
て
い
な
い
か
た
（
市
民
税
が

　

課
税
さ
れ
て
い
る
か
た
に
扶
養
さ
れ
て

　

い
る
か
た
、
生
活
保
護
受
給
者
は
対
象

　

に
な
り
ま
せ
ん
）

支
給
額　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
６
千

　

円
問
給
付
金
に
つ
い
て
福
祉
課
☎
51
０
０
９
５

　

市
民
税
に
つ
い
て
税
務
課
☎
51
６
７
６
７

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
な
ど

の
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す

　

現
在
交
付
し
て
い
る
重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
受
給
者
証
ま
た
は
重
度
心
身
障
害

者
医
療
費
受
給
者
決
定
通
知
書
の
有
効
期

限
は
９
月
30
日
で
す
。
更
新
が
必
要
に
な

り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

受
付
期
間　

９
月
14
日
㈪
〜
30
日
㈬

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
た

　

は
、
９
月
中
旬
に
郵
送
さ
れ
る
新
た
な

　

被
保
険
者
証
が
届
い
て
か
ら
更
新
手
続

　

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所　

▼
福
祉
課
福
祉
係
▼
十
和
田

　

湖
支
所
市
民
生
活
係

※
十
和
田
湖
支
所
で
手
続
き
を
し
た
場

　

合
、
受
給
者
証
な
ど
は
、
後
日
郵
送
し

　

ま
す
。

対
象　

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
内

　

部
障
害
３
級
（
一
部
除
く
）、
愛
護
手

　

帳
程
度
Ａ
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

　

帳
１
級
に
該
当
す
る
か
た

※
た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま

　

た
、
65
歳
以
上
で
新
規
交
付
さ
れ
た
か

　

た
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

持
参
す
る
物　

▼
印
鑑
▼
健
康
保
険
証

　
（
国
民
健
康
保
険
の
か
た
は
新
し
い
被

　

保
険
者
証
）
▼
現
在
お
持
ち
の
受
給
者

　

証
ま
た
は
決
定
通
知
書
▼
身
体
障
害

　

者
手
帳
、
愛
護
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害

　

者
保
健
福
祉
手
帳

問
福
祉
課
☎
51
６
７
１
８

氏
名

電
話
番
号

主
な
担
当
区
域

田
中　

砦
子
㉓
０
６
４
１
西
十
五
番
町

14
〜
37

西
十
六
番
町

19
〜
33

北
田　

章

㉒
０
４
３
３

西
二
十
三
番
町

11
〜
17
、
22
〜

24
、
28
、
29
、

35
、
36
、
41
、

43
、
47
〜
50
、

54

東　

良
子

㉓
３
０
８
８
赤
沼
（
赤
沼
下

平
の
一
部
と

沼
袋
の
一
部
を

除
く
）

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た

　

次
の
地
域
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が

決
ま
り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

問
福
祉
課
☎
51
６
７
４
９


